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千葉商科大学 基盤教育機構 准教授（2019年４月～）
一般社団法人 地域政策デザインオフィス 代表理事
博士（政治学）（専門：公共政策、政治制度、地方自治、環境エネルギー政策）

主な経歴
国会実務（国会議員政策担当秘書等）７年
行政実務（内閣官房、長野県、横浜市等）７年
学術研究（大学講師、研究員等）７年

主な著書
『都市の脱炭素化の実践』大河出版（共著）
『国家方針を転換する決定的十年』現代書館
『政権交代が必要なのは、総理が嫌いだからじゃない』現代書館
『信州はエネルギーシフトする』築地書館
『再生可能エネルギー 開発・運用にかかわる法規と実務ハンドブック』NTS（共著）
『国民のためのエネルギー原論』日本経済新聞出版（共著）
『国会質問制度の研究』日本出版ネットワーク

自己紹介

http://u0u0.net/Z4V5
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長野県の脱炭素化における課題

再生可能エネルギーを普及したい 環境・景観・防災等の懸念がある

VS

どうすれば、地域と調和した再生可能エネルギー（特に地上設置型の太陽光発電）事業だけを普及できるか？
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太陽光発電事業をめぐる長野県内でのトラブル

長野県地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に関する専門委員会 第３回資料

近隣住民等への事前説明や合意
形成がなく、景観悪化や災害対
策などから住民が反対する事例
が存在するとして、条例等の整
備を要望（長野県市長会／市議
会議長会）

地上設置型の太陽光発電施設に
限らず、全般的な土地利用規制
の不十分さが、結果として太陽
光発電施設の不適切な設置を可
能とし、トラブルの根源になっ
ている（山下英俊・一橋大学准
教授）
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長野県は対応するための条例の制定を決意

長野県地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に関する専門委員会 第１回資料
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長野県は環境審議会の下に専門委員会を設置

委員 所属（専門） 備考

田中信一郎 千葉商科大学基盤教育機構准教授（公共政策） 委員長

茅野恒秀 信州大学学術研究院人文科学系准教授（環境社会学） 委員長代理

上原三知 信州大学社会基盤研究所地域デザイン部門准教授（景観）

小松信子 東御市市民生活部長（市長会）

鈴木啓助 信州大学名誉教授（環境）

名取俊典 富士見町総務課専任課長（町村会）

平松晋也 信州大学農学部教授（防災）

水上貴央 弁護士（法律）

参考人 所属（専門） 備考

丸山康司 名古屋大学大学院環境学研究科教授（環境社会学）

2023年5月23日第２
回専門委員会におけ
る公聴会での参考人

大久保規子 大阪大学大学院法学研究科教授（環境法）

金子貴代 再エネ100宣言 RE Action協議会事務局（需要者団体）

増川武昭 一般社団法人太陽光発電協会事務局長（供給者団体）

山下英俊 一橋大学大学院経済学研究科准教授（環境経済学）
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現実の課題をタテ軸・学術研究の成果をヨコ軸とした検討

現実の課題

⚫ 土砂災害等を引き起こすおそれ
⚫ 自然環境を保全すべきエリアでの開発
⚫ 景観をめぐる住民とのトラブル
⚫ 周辺住民にとって突然の施設建設
⚫ 設置者・工事者等への住民・市町村の不安
⚫ 運転終了後の対応の不透明さ
⚫ FITを用いない事業への不十分なルール
⚫ 市町村ごとに異なるルールや対応
⚫ 悪質な事業者による制度の悪用
⚫ 事業の進捗状況や分布等の未把握
⚫ 地域へのメリットが不明

学術研究の成果

⚫ 再生可能エネルギーの社会的受容性に関する
国内研究グループの存在（丸山康司・名古屋
大学教授、西城戸誠・早稲田大学教授等）

専門委員会では、多様な課題・懸念を抽出した上で、社会的受容性の研究成果を踏まえて解決策を導出した。
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条例案の基本的な考え方

⚫ 地域と調和する太陽光発電事業を促進し、調和しない事業を抑
制する。

⚫ 情報公開と住民参加の徹底を大原則とする。

⚫ 環境、景観、防災への配慮に加え、地域への貢献も検討義務と
する。

⚫ 維持管理・運転終了後の措置について、計画を策定させる。

⚫ 災害リスクの高い場所での設置は、許可制（原則禁止）とする。

⚫ 地球温暖化対策法に基づく再生可能エネルギーの促進区域で、
情報公開と住民参加で一定の要件を満たす場合、手続きを簡略
化する。

⚫ 条例だけでなく、施策とのパッケージで総合的に促進する。

社会的受容性に関する研究の成果を反映。
「コミュニティ的受容」との考え方を踏
まえて「分配的正義」「手続き的正義」
「信頼関係」を備える事業を「地域と調
和する事業」と定義。

社会的受容性に関する研究の成果を反映。
事業の情報公開、早期の住民参加、地域
に資する点の共有が、コミュニティでの
再生可能エネルギーの受け入れにとって
重要な要素であるとの成果を踏まえてい
る。

今後、施策の検討に際しては、社会的受
容性に関する研究の成果を反映する必要
性がある。例えば、望ましい事業を誘導
するための仕組み（認証など）、トラブ
ルを調整する人材（メディエーター）の
育成、積極的な脱炭素地域への合意形成
（気候市民会議など）が考えられる。
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条例案の基本スキーム

長野県地域と調和した再生可能エネルギー事業の推進に関する専門委員会 第４回資料

地域に資する事項を
予め検討しなければ
ならない。

事業の詳細が決まる
前（許認可・届出を
出す前）に情報公開
と合意形成のプロセ
ス（事業基本計画）
を設けている。

データベース等の整
備により、検討・計
画から運転終了・廃
棄までの情報公開を
一元的に行う。

事業者には「意味の
ある応答の義務」が
課される。
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条例案の今後の見通し

2023年7月28日に、専門委員会の上部である
長野県環境審議会に報告。答申を踏まえて、
県が条例案を策定する見通し。

条例案は、9月21日から10月6日まで開かれ
る「長野県議会令和5年9月定例会」に、知事
から提出される見込み。

もし条例案が長野県議会9月定例会で成立した
としても、施行まで一定の周知期間を設ける
ことが一般的。その間に、規則、指針、ガイ
ドライン、データベース、市町村との調整等、
様々な業務を県（環境部ゼロカーボン推進
室）は行わなければならない。
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⚫ 現実の課題（地上設置型の太陽光発電事業をめぐるトラブル）を解決するため
に、学術研究の最新成果（再生可能エネルギーの社会的受容性に関する研究）
を反映することができた事例と考えられる。EBPM（Evidence Based Policy 
Making）の一般的な手法とは異なるが、学術研究の成果を大幅に取り入れた政
策形成過程であった。

⚫ その要因として、専門委員会のメンバーと参考人に、この研究に関わっている
研究者がいたことが大きいと考えられる。背景には、長野県の担当職員が研究
者等とのネットワークを形成し、日常的に意見交換していたことがある。

⚫ 本分野の研究は、国際的に見ても発展途上である。今後も新たな知見を生成し、
現実の政策に反映させつつ、そのフィードバックを受けて発展させていくこと
が期待される。また、その知見を大学・大学院での教育現場に反映させると共
に、他の自治体等へ拡散させることも重要となる。

条例案検討から得られた知見（私見）
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再生可能エネルギーの社会的受容性に関する研究（参考図書）

『どうすればエネルギー転換はうまくいくのか』
丸山康司・西城戸誠編
新泉社

『地域社会はエネルギーとどう向き合ってきたのか』
茅野恒秀・青木聡子編
新泉社

『都市の脱炭素化の実践』
小端拓郎編著／田中信一郎・中山琢夫・山下紀明・白
石賢司著
大河出版
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